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活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針 抜粋 【平成28年2月22日公表】

【本指針の策定理由】

平成27年7月「活動火山対策特別措置法」（以下「活火山法」という。）の改正によ

り、活火山法は、従来講じられていた避難施設の整備等のハード対策に加え、警
戒避難体制の整備等のソフト対策の充実も図られ、より総合的に活動火山対策を
進める法律となったことから、活動火山対策に関する基本的な考え方を示すため、
活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を策定するもの。

【各分野の専門家の参画について（指針本文より抜粋）】

３．火山災害警戒地域における警戒避難体制の整備
（１）火山防災協議会について

②火山防災協議会の構成員について

オ火山専門家
警戒避難体制の検討全般にわたり、どのような火山現象が想定されるか

など専門的見地から助言を行う。火山防災の検討のためには、地球物理学、
地球化学、地質学、砂防学等様々な分野の専門的知見が必要となることから、
火山の状況に応じて、必要な各分野の専門家が参画することが重要である。
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蔵王山火山防災協議会構成員
蔵王山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会構成員 【参考】
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（蔵王山火山防災協議会構成員）
（蔵王山火山噴火緊急減災対策砂防計画
検討委員会構成員【参考】）

※平成２８年３月２９日改正 火山防災協議会規約より抜粋


